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Résumé　En France, les actes pédophiles et d’autres abus sexuels commis par les 
prêtres catholiques provoquent un véritable scandale depuis deux décennies mais 
surtout à partir de 2015 avec l’affaire Preynat. Trois questions principales servent 
de fil conducteur à cet article. 1) Comment peut-on aborder ces incidents qui 
touchent à l’intimité douloureuse des victimes et pour lesquels il est difficile de 
reconstituer ce qui s’est réellement passé ? Par rapport aux termes « pédophilie » 
et « abus sexuels », il nous semble que l’expression « scandales sexuels » est 
pertinente pour s’en approcher du point de vue sociologique. 2) Quelles sont 
les différences entre la première vague des années 2000 et la deuxième vague 
des années 2010 ? Hormis la concomitance de ces affaires avec le mouvement 
#MeToo, nous voudrions souligner l’importance du contexte qui va de la Manif 
pour tous aux scandales sexuels, aboutissant à la condamnation en première 
instance du cardinal Barbarin. 3) Qu’est-ce que la violence sexuelle des prêtres 
permet d’entrevoir sur l’état actuel de l’Église catholique et la société française ? 
Si un déclin des autorités ecclésiastiques s’observe dès les années 1960, nous 
assistons aujourd’hui à une chute des leaders charismatiques qui ont marqué une 
époque.
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はじめに

フランス外務省で宗教問題を担当した経験を持つ高級官僚のジェラール・
パルディーニは、2005年の著作のなかで次のように述べている。

　ここ数年、修道士の新たなスキャンダルを日刊紙が報じることなく 1

週間が過ぎることがない。〔……〕若い少年少女と性的関係を持ったた
めであれ、自分の教区で小児性愛の聖職者がしてきたことを長いあい
だ隠してきたためであれ、世界中で何百人もの聖職者が職務停止とな
り、司教さらには枢機卿さえもが辞職を余儀なくされている。（Pardini, 

2005：19）

つい昨日書かれたと言われてもまったく違和感のないこのような指摘が、
2000年代半ばの段階ですでに明確になされている点に注意したい。小児性愛
や未成年者に対する性的虐待に関する問題は、1990年代からフランスのメディ
アの注意を引きつけてきた。2001年にはノルマンディーに位置するバユー＝
リジウ司教区の司教ピエール・ピカンが、3ヶ月の禁固刑の判決を執行猶予付
きで受けている。彼の管轄下にあったルネ・ビセー神父が、未成年者に対す
る性的虐待を行なっていた事実を把握しながら告発しなかったことによるも
のである。このように、フランス・カトリックの聖職者による性的スキャン
ダルの「第一波」は 2000年前後に位置づけることができる。
しかし、2010年代後半以降に見られる「第二波」の規模の大きさはこれを

上回る。2015年 10月、ベルナール・プレナ神父がリヨン郊外の聖ルカ教区で
1970年から 20年間にわたって小児性愛の行為に及んでいたことが明るみに出
ると、その事実を知りながら公にしなかったリヨン大司教のバルバラン枢機
卿にも非難が集まった。かつてプレナ神父から性的虐待を受けた被害者たち
は、2015年 12月にアソシエーション「沈黙を破る会」（La Parole libérée：文
字通りには「解き放たれた言葉」）を結成し、2016年 2月にはバルバランを保
護責任者遺棄罪で訴え、3月には教皇フランシスコに公開書簡を書いた。
教皇は 2018年 8月に聖職者の性的虐待を非難する書簡を発表した。数週間

後、2人の若い聖職者が自殺した。1人はパリ・カトリック学院の教員でもあっ
たルーアン教区の聖職者で、20歳の女性に「不適切な」振る舞いをしたこと
を認めていた。もう 1人はオルレアン教区の聖職者で、15歳未満の未成年に
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対する性的虐待の疑いがかけられていた。
2019年 2月には、プレナ事件ないしバルバラン事件をもとにしたフランソ

ワ・オゾン監督の映画『神のおかげで』（Grâce à Dieu）が封切られた。カトリッ
ク教会における同性愛の問題を暴露するフレデリック・マルテルの著作『ソ
ドム』も同時期に刊行された。3月には、独仏共同出資のテレビ局「アルテ」
で聖職者による性暴力の被害を受けた過去を持つ修道女たちが証言する番組
が放映された。視聴者数は 150万人にのぼったという（Pelletier, 2019 : 315）。
フランス司教会議（CEF）は、2016年 4月に小児性愛の問題を扱うため
の恒久的部署を設立した。この内部組織に加え、2018年 11月には第三者
の独立委員会「教会における性的虐待に関する独立委員会」（Commission 

indépendante sur les abus sexuels dans l’Église : CIASE）が司教会議の要請によっ
て設けられた（座長である元国務院副院長ジャン＝マルク・ソヴェの名にち
なんでソヴェ委員会とも呼ばれる）。CIASEの最終報告書は 2021年秋に提出
された。
カトリックの聖職者による性的虐待は、最近になってはじめて人びとが知
るところとなった事実ではない。歴史家のクロード・ラングロワは、カトリッ
ク教会における小児性愛の問題をフランス革命の時期にまでさかのぼって論
じている（Langlois, 2020）。では、なぜ 2000年頃以降、とりわけ 2010年代後
半以降になって聖職者による小児性愛や性的虐待の問題が大々的に報じられ、
フランス社会やカトリック世界を揺るがす大問題に発展しているのだろうか。
2000年前後からの「第一波」と 2010年代後半以降の「第二波」の違いは何だ
ろうか。アメリカ合衆国など他の国々では「第一波」からの流れが現在も続
いているとすれば、フランスにおける「第二波」到着の「遅れ」はどのよう
に説明できるだろうか。
これらの問いを念頭に、本稿では以下の手順で議論を進める。まず、プレ
ナ事件ないしバルバラン事件の概要を提示し、論点の広がりや問題の奥行き
を示唆する。そのうえで、用語を整理し、本稿の立場について述べる。すで
にここまでのくだりで、聖職者による性暴力を指すのに「小児性愛」「性的虐
待」「性的スキャンダル」などの言葉を用いてきたが、それぞれの言葉が指示
する範囲や中身やニュアンスは異なっている。性暴力というテーマは当事者
の痛みにも関係してくるので、用いる語句とアプローチには配慮と意識化が
必要である。その点に注意を喚起して、本論文ではおもに「性的スキャンダル」
の観点から論じる。



116

伊達聖伸

次いで、2010年代後半以降次々に明るみに出てきた聖職者の性的スキャン
ダルの問題を同性婚反対運動からの流れのなかに位置づける。筆者は、フラ
ンスで 2013年に制定された「みんなの結婚」こと同性婚をめぐって、カトリッ
クが「みんなのデモ」と呼ばれる反対運動を組織したことについてすでに論
じたことがある（伊達、2018）。この同性婚反対運動との関係を検討すること
を通じて、現代のフランスにおけるカトリックを取り巻く宗教的および社会
的な状況の特徴の一端を浮かびあがらせることができるだろう。
さらに本稿が示したいのは、教会制度の権威の失墜は 1960年代以降続いて
いるが、現在報じられている聖職者の性的スキャンダルは、教会の制度的権
威の低下を補う役割を果たしてきたカリスマ的権威の失墜に関わっていると
いうことである。そこから垣間見えるのは、ジェンダーやセクシュアリティ
に関係するテーマが政治問題化するセクシュアル・デモクラシーの新しい動
向で、カトリック教会の制度的権威とカリスマ的権威の双方が打撃を受けて
いる。このような状況を踏まえて、現代のカトリック教会には制度的な改革
を検討する兆しが見られる。その点にも触れることで、聖職者の性的スキャ
ンダルの問題は、「聖職者は生涯独身を守らなければならない」とか「女性聖
職者は認められない」といったカトリック教会の制度的前提の見直しにもつ
ながっていることを示唆したい。

I．問題の奥行きと用語の整理

1．プレナ事件／バルバラン事件の概要と主要な論点
まずはプレナ事件またはバルバラン事件と呼ばれるスキャンダルの大まか
な経緯をたどりながら、おもな争点やこの事件から派生的に理解できる論点
を提示しよう。
すでに触れているように、2015年 10月、1970年から 20年間にわたってリ

ヨン郊外の聖ルカ教区で助人司祭を務めていたベルナール・プレナ神父が小
児性愛の行為に及んでいたことが、過去に被害を受けた者たちから告発され
て広く公にされた。青少年の心身を鍛えるスカウト活動の責任者として、子
どもの面倒を見る立場にありながら、その立場と権威を利用して長期にわたっ
て多くの子どもたちに性的虐待を行なってきたことが問題視されたのである。

2015年 12月、被害者を中心メンバーとして、被害者支援を目的とする団体
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「沈黙を破る会」が結成された。サイト運営などを通して 2016年末までに 72

の被害者の証言を集めたが（Thiel, 2019 : 362）、これをそのまま被害者数と見
なすことはできない。トラウマや羞恥心や人間関係から、「思い出したくない」
（さらには「そもそも思い出せない」）、「語りたくない」、「言えない」被害者
も少なからずいると想定されるからである。このように、性被害の全貌を再
構成することは困難である。
かつて受けた被害についての現時点での見方、告発するかしないかをめぐっ
ての判断は、当事者である親子の関係や世代の問題も絡んで一様ではない。
かつて自分の子どもをスカウト活動に送り込み、性的虐待の被害者にしてし
まったことを申し訳ないと悔やむ思う親もいれば、自分の子どもが古い過去
を掘り起こして聖職者を告発するのを好ましく思わない親もいる。
時間の問題もある。被害を受けてから告発するまでにかなりの期間が経過
しており、被害者のなかにも時効をすでに過ぎてしまった者と、時効前の者
とがいた。ここには、性犯罪に時効を設けることはできるか、設けるとすれ
ばどのくらいの長さが適切か、という論点がある。プレナ事件およびその他
の事件を受けて、フランスでは 2018年 8月に未成年者への性的虐待の時効が
20年から 30年に延長された。
プレナ神父が 1991年に教区を離れたのは、その時点で被害者の家族から告

発を受けたからだが、配置換えで問題を処理しようとした教会が、神父の罪
を問うことはなかった。これはプレナ神父の一件にかぎられた話ではなく、
教会は他の事例でも同様に、性暴力が発覚した聖職者の配置換えでしばしば
問題解決をはかってきた。その結果、転属先でも新たな性暴力の被害者が生
まれる事態が繰り返されてきた。
プレナ事件では、このような教会の隠蔽体質も批判された。プレナのみ
ならず、リヨン大司教のバルバラン枢機卿も告発を受けた。バルバランはプ
レナが小児性愛の行為に及んでいた時代はリヨンの大司教ではなかったが、
2002年の着任後は経緯と状況を把握している立場にあった。彼は知っていな
がら未成年への性的虐待を秘匿してきたとして、保護責任者遺棄罪で訴えら
れたのである。
「沈黙を破る会」の活動は、リヨンのカトリック住民のなかに賛同者を生む
一方で、逆に性的スキャンダルに巻き込まれた教会側を擁護する者たちも出
てきた。ただし、つねに教会を支持するのが忠実な信徒であるとはかぎらない。
教会の沈黙に同調する者よりも、改革のために叛逆の態度を取る者こそが忠
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実な信徒という逆説も十分に成り立つからである（De Gaulmyn, 2016）。
プレナ事件／バルバラン事件に基づいたフランソワ・オゾン監督の映画『神
のおかげで』が、このあたりの葛藤をよく描いている。プレナ神父から被害
を受けたアレクサンドルは、教会がしたことを批判しつつも、熱心なカトリッ
ク教徒であり続けようとしている。親は息子が古い話を蒸し返すことに否定
的である。アレクサンドルは「沈黙を破る会」の設立に力を貸すが、自分は
表に出たがらない。一方、同じく被害者であるフランソワは、教会に対して
否定感情を抱き、カトリックそのものに対して距離を設けている。「沈黙を破
る会」の活動に熱心に取り組むが、しばしば攻撃的な態度を取るために、周
囲から諌められることも多い。もう一人の被害者エマニュエルは、過去に受
けた被害が原因なのか、しばしば発作に見舞われ、男女関係をうまく築くこ
とができず、親にも理解されない苦しみを抱えている。彼にとっては「沈黙
を破る会」の人間関係が救いになっている（Ozon, 2019）。このように、プレ
ナやバルバランを告発した被害者たちが、教会に対してどのような距離を取
り、「沈黙を破る会」とどのように関わるのかは一様ではない。

2．用語とアプローチ――「小児性愛」、「性的虐待」、「性的スキャンダル」
聖職者による性暴力について論じる際には、いかなる用語を用いればよい
のだろうか。これは一筋縄ではいかない問題であり、その複雑さを説明しつつ、
ある程度の整理を試みる必要がある。
プレナ事件は典型的な「小

ペ ド フ ィ リ

児性愛」（pédophilie）の事件として報じられてい
る。では、この用語で事件をとらえるのは適切だろうか。この言葉はギリシ
ア語に由来し、「子ども」を意味する « païs » または « païdos » と「友人」（名詞）
や「親愛なる」（形容詞）を意味する « philos » の組み合わせからできている。
今日では、「小児性愛」は子どもに対する性的指向を意味し、その発現は病気
や犯罪として取り扱われるが、「友愛・友情」を意味する « philos » は「性愛」
を意味する « eros » とは区別される。このように、「ペドフィリ」の語源的な
意味においては、必ずしも性的な含みが強いわけではない。
少し角度を変えて言うと、今日では「小

ペ ド フ ィ ル

児性愛者」（pédophile）と言えば子
どもに対する性的指向を持つ者を指すが、「ペドフィル」は字義通りには「子
どもを愛する人」の意味である。「子どもたちを私のところに来させなさい」、
「子どもたちを抱き上げ、手を置いて祝福された」（マルコ、10：13-16）の一
節は、イエス自身が子どもを愛していたことを示す例として引き合いにも出
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される。この観点から言えば、「子どもを愛すること」はキリスト教の教えに
適っているとも主張しうるが、それは現在社会的に通用している「小

ペ ド フ ィ リ

児性愛」
や「小

ペ ド フ ィ ル

児性愛者」のイメージと大きく食い違う。
「ペドフィリ」や「ペドフィル」に語義的に近い別の言葉としては、
「少

ペデラスティ

年愛」（pédérastie）や「少
ペ デ ラ ス ト

年愛者」（pédéraste）があり、これらもギリシア
語に由来する（ « éraste » は「愛する人」「恋人」を意味する « erastês » から来
ている）。「ペデラスト」が愛するのは « païs »または « païdos » だが、幼い「子
ども」というよりは、12歳から 18歳（ときには 20歳）頃までの「若い青年」
を対象年齢としているとされる。
「少年愛」（pédérastie） のフランス語初出は 1580年とされ、最初は必ずしも
性的な意味合いが支配的ではなかった。しかし、その短縮形「ペデ」（pédé）
または「ペダル」（pédale）が 1836年以来、とりわけ 20世紀になってから、「男
性同性愛者」（homosexuels masculins）の総称になった 1。
「小児性愛」（pédophilie）というフランス語が、未成年に対する官能的
（érotique）な性向の意味で初めて使用されたのは 1878年（Thiel, 2019 : 89）、
人口に膾炙するようになったのは 20世紀末で、現在のフランス語においては
非常に否定的な意味でしか用いられていない。先述のように、語義そのもの
に否定的な意味があるわけではないので、「ペドフィリ」の代わりに「小児性
愛者（の）」（pédosexuel）、「小児性犯罪」（pédocriminalité）といった言葉を用
いようとする動きも存在しないわけではないが、一般化していない。
なお、「ペデ」や「ペダル」が同性愛者の総称として用いられたことともお
そらく関連しているが、小

ペ ド フ ィ リ

児性愛は同
ホモセクシュアリテ

性愛と混同されることがある。聖職者
の小児性愛が話題となるときには、聖職者に同

ホモセクシュアル

性愛者が多いこともしばしば
話題にのぼる 2。しかしながら、同性愛と小児性愛には区別を設ける必要がある
だろう。現代世界の価値観において、同性愛はひとつの性的指向であるのに
対し、小児性愛の行為は犯罪を構成するからである。
カトリックの聖職者による性暴力の被害に遭遇してきたのは少年たちだけ
ではない。未成年および成人の女性たちも被害を受けてきた。すでに触れた
2019年 3月放映の「アルテ」のドキュメンタリーは「虐待を受けた修道女た
ち、教会のもうひとつのスキャンダル」（Religieuses abusées, l’autre scandale de 

l’Église）という表題だった。
「性的虐待」（abus sexuels）という言葉は、「小児性愛」と並んで報道でもよ
く使われており、聖職者による性暴力を叙述する言葉としてより包括的であ
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る。被害者が少年少女の場合には「未成年者に対する性的虐待」の問題となる。
多くの国では性的同意年齢を 15歳か 16歳に設定しているが 3、一般に未成年者
とは 18歳以下であることから、医師で倫理学を専門とするマリ＝ジョー・ティ
エルは 18歳までの「未成年者に対する性的虐待」（abus sexuels sur mineurs）
を叙述にふさわしい用語として用いている（Thiel, 2019：85）。もっとも、成
人済みの修道女も性暴力の被害者に含まれることを踏まえるなら、「未成年者
に対する」を省いてたんに「性的虐待」と表記するのが適切だろう。
ところで、 « abus sexuels » の定訳は「性的虐待」だが 4、« abus » はもの、権力、
権利などの悪用、不当な使用、過度な使用のことであるのに対し、日本語の「虐
待」は「酷く取り扱うこと、残酷な待遇」（『広辞苑』）を指し、« abus » と「虐
待」を一対一対応で訳すことは必ずしも妥当ではない。たとえば、 « abus de 

pouvoir », « abus de confiance », « abus de conscience » は「虐待」という言葉を用
いるより、「権力の濫用」、「信頼の濫用」、「良心の濫用」などと訳すのがより
適切だろう。
「虐待」という言葉は、行為主体の非人道性や行為内容の残虐性が際立つ非
常に強い言葉である。フランス語でも「性的襲撃」（agressions sexuelles）とい
う非常に強い言葉が使われることがある一方で、「性的接触」（attouchements 

sexuels）のように比較的穏やかな印象を与える語が用いられる場合もある 5。被
害者に寄り添い、聖職者の行為を告発するためには「虐待」という強い調子
の言葉を使うべきであるという考え方もあるが、逆に残虐性を指弾されるの
は不当であるという反論が返ってくる可能性も予測される。筆者は、聖職者
による « abus sexuels » の本質的な問題点は、聖職者が自分の有利な立場を利
用して相手に物理的・心理的傷を負わせたことにあると理解している。その
ことについて、聖職者は少なくとも道義的には責任を取るべきで、免責され
るべきではないと考えているが、罪を自覚させるには当人に身に覚えがなく
不当と思えるような強い言葉がつねに有効であるとはかぎらない。また、筆
者自身はこの問題の直接的な被害者や加害者でもなければ、裁判官や弁護士
でもない。誰が何を「性的虐待」（abus sexuels）と認定するのかは、告発内容
の真偽の確認や罪の軽重にもかかわることで、個別的な事例に密着して検討
することを抜きにして語ることは難しい。
しかしながら、当事者でなければ語る資格がないわけではない。当事者で
はない研究者の立場から、個別的な事例を離れてより一般的な観点から語り、
分析を加えることも可能かつ重要である。宗教社会学者のセリーヌ・ベロー
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は、カトリック教会における「性的スキャンダル」（scandales sexuels）を論じ
るという角度から、この問題にアプローチしている。スキャンダルの社会学は、
当事者同士の証言の食い違いなどはひとまず括弧に入れて宙吊りにしながら、
報じられ問題化したものを取り扱うことができる 6。また、その分析を通して当
該社会における力関係や分断線を明らかにし、社会変容のモーメントについ
て検討することができる（Béraud, 2021 : 20）。
本稿もこのような観点から、聖職者の「性的スキャンダル」の問題を取り
扱いたい。ちなみに、「性的スキャンダル」の観点に立つことは、「小児性愛」
や「性的虐待」という性暴力にかかわる概念の使用を自主的に禁じるもので
はない。報道でも用いられ、人口に膾炙している言葉を、妥当と思われる文
脈で自覚的に用いることは、問題ないと考える。

II．同性婚反対運動から性的スキャンダルへ

1．フィリップ・バルバランと「子どもの権利」
それにしても、聖職者の性的スキャンダルは 2000年代から報じられていた
にもかかわらず、なぜこの「第一波」にも増して 2010年代後半以降の「第二波」
は大きなものになったのだろうか。
聖職者の性的スキャンダルはグローバルな広がりを持つ 7。アメリカでは

2002年に『ボストン・グローブ』紙が、地元ボストンの神父たちが子どもた
ちを性的に虐待してきたこと、それを教会が組織ぐるみで隠蔽してきたこと
をスクープし、ロウ枢機卿を辞任に追い込んだ。この事件は 2015年に『スポッ
トライト』として映画化されている 8。

2000年前後と 2010年代後半以降の大きな違いとしては、やはり Facebook

や Twitterなどのソーシャルメディアの発達が挙げられる。2017年の＃MeToo

運動との同時代性も無視することができない。＃MeToo運動自体、もともと
は 2006年に黒人女性のタラナ・バークが性暴力の被害を受けた特に貧困層の
有色人女性の回復を支援するために立ちあげられたものだが、2017年にハリ
ウッドの大物プロデューサーであるハーヴェイ・ワインスタインから性暴力
を振るわれていた女優たちが声を上げて世界的な潮流となった。
フランスで 2010年代後半に聖職者の性暴力が社会の注目を集めたのは、ス
キャンダルの中心にフィリップ・バルバランという人物がいたことがひとつ
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の大きな要因であると考えられる（Tabet, 2017）。フランスでは 2013年に「み
んなのための結婚」（le mariage pour tous）と呼ばれる同性婚法案が採択された
が、カトリックはこの法案と同じ頭文字になる反対運動「みんなのためのデモ」
（la manif pour tous : LMPT）を組織した。高位聖職者における反対派の急先鋒
だったのがバルバランで、メディア露出度も高く、同性婚を認めたら「次は 3、
4人でカップルを作り出し、近親相姦のタブーもなくなる」などとテレビ番組
で問題発言をし、全国区で注目を集めていた。
バルバランは「子どもの権利」という大義名分を持ち出して、同性婚と同
性カップルによる養子縁組に強く反対した。それだけに、プレナ神父による「小
児性愛」を隠蔽してきたことは、いわば特大ブーメランとなって枢機卿のも
とに返ってくることになった。
バルバランの公判は 2019年 1月にはじまった。3月 7日、彼は未成年者に

対する性的虐待を告発しなかった咎で 6ヶ月の禁固刑の判決を執行猶予付き
で受けた。枢機卿は控訴し、2020年 1月の控訴審では一審が覆され無罪判決
となったが、同年 3月にリヨン大司教を辞任した。
宗教社会学者のオリヴィエ・ボビノーらは、聖職者による小児性愛が一大
スキャンダルとなることの理由を、歴史的な文脈と象徴的な観点から読み解
こうとしている。禁欲によって性が無化されている点において伝統的に神聖
化されてきた聖職者の身体と、近代化の過程で無垢純粋なものと見なされる
ようになってきた点において神聖化されている子どもの身体とが関係を持つ
ということは、隔てられ禁じられたものの接触を意味する。おまけにカトリッ
ク教会の支配構造は――教皇（pape）が信徒たちから「パパ

0 0

様」（papa）と
呼ばれ、古代の「教父

0

」（pères d’Église）たちの著作が重要視され、神父は子
どもから「神父

0

様」（mon père）と呼ばれ、子どもを「我が息子」（mon fils）、
「我が娘」（ma fille）と呼ぶなど――父概念に依拠しており、象徴的な親子関
係において性的関係があることは人類学的には近親相姦のタブーに相当する
（Bobineau, Lalo et Merlet, 2017）。
バルバランは同性婚の法制化が「近親相姦のタブー」を破ることにつながる

と危惧を表明したが、その禁を犯したと目されたのがむしろ同性婚反対運動の
中心に位置していたカトリック教会であったことは意味深長な逆説である。

2．保守派の後景化と多様性の前景化
同性婚反対運動において、必ずしもカトリックは一枚岩だったわけではな
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い。カトリック左派のフィリップ・クランシェは『みんなのための結婚、カ
トリックにおける離婚』において、同性婚法制化に賛成のカトリックもい
たことから「2つのカトリックの争い」の様子を描き出している（Clanché, 

2014）。
これに対し、セリーヌ・ベローは、「みんなのための結婚」の法制化に際し
てカトリックは一致団結して反対運動を展開したと主張している。カトリッ
ク内部の別の意見は封じられ、少なくとも外面は制度的な統制が取れていた。
それが 2010年代後半以降に崩れていると彼女は主張する。ベローが挙げるの
は次のような例である。同性婚が法制化されたあとのフランス社会では、生
殖補助医療（PMA）の制度化をめぐる議論がなされており、カトリック保守
派は反対の立場を表明している。ところで、2013年時点で同性婚反対のビラ
は教会内部で配布することができたが、2019年から 2020年にかけて生殖補助
医療制度化反対のビラを撒くことができたのはせいぜい教会前広場であった
（Béraud, 2021 : 88）。
ここに可視化されているのは、教会が一致して生殖補助医療の制度化に反
対の声を上げることができないという事態である。その前提にあるのはカト
リックの分裂であり、それを決定づけたのが聖職者の性的スキャンダルにほ
かならない。同性婚反対運動においては現代フランス社会におけるカトリッ
ク教会の影響力を誇示することに成功したかに見えた保守派が、聖職者の性
的スキャンダルに直面して大きな打撃を受けている。
こうした点を踏まえてベローは、同性婚反対運動においてはカトリック保
守派の影響力が前面に出ていたのに対し、性的スキャンダルによって可視化
されているのはカトリック内部の多様性であると述べている（Béraud, 2021 : 

21, 95）。
このような変化を受けて、2010年代後半以降はそれまでの考え方や議論が
通用しなくなってきている。聖職者による小児性愛や性的虐待は、従来は逸
脱した一部の個人の問題とされてきたが、現在では聖職者は逸脱行為をしか
ねない構造のもとに置かれており、教会は小児性愛や性的虐待の事実を隠蔽
する傾向があるという組織やシステムの問題と認識されつつある。2015年か
ら 2016年頃までは、聖職者による性暴力を否定または相対化する発言も見ら
れたが、以後はそのような言説はほとんど見られず、公の場で発言すること
も躊躇われるようになっている（Béraud, 2021 : 15）。

2000年前後の「第一波」と 2010年代後半以降の「第二波」の違いを雄弁に
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示すものとして、次の例を挙げたい。2001年 11月に開かれたフランス司教会
議では、自分の管理下にある神父の小児性愛を告発しなかったために法廷に
訴えられたものの執行猶予付判決を 2ヶ月前に勝ち取ったピカン枢機卿が拍
手で迎えられた。2018年 11月、ルルドに集まった司教たちは、過去に聖職者
から性的虐待を受けたという 7人の被害者たちの声を黙って聞いた。17年の
歳月を隔てて、同じ会議が「否認から承認へ」、または「制度の保護・防衛か
ら被害者の傾聴へ」と変化したのである（La Croix, 23 mars 2021）。性的スキャ
ンダルによって、カトリック教会の権威が大きく揺らいでいる様子が見て取
れる。

III．カリスマ的権威の失墜

1．「新しい共同体」における性的スキャンダルの数々
今しがた引用したカトリックの日刊紙『ラ・クロワ』の記事は、同紙で「宗
教」欄を担当する記者セリーヌ・オヨによるものだが、このジャーナリスト
は『神父の裏切り』（La trahison des pères）と題する本――「聖職者の裏切り」
とも訳すことのできる 1927年刊行のジュリアン・バンダ『知識人の裏切り』
（La trahison des clercs）を明らかに意識したタイトルである――を著している。
彼女自身は幸いにも聖職者による性暴力の被害に遭うことなく過ごしてきた
というが、自分も被害者になっておかしくなかった環境を生きてきた世代に
属していると認識している。オヨの執筆動機は、教会攻撃ではなく再発防止
とカトリック教会の再生にあるが、20世紀後半にさまざまな「新しい共同体」
を設立したカリスマ的人物が、次々と性的スキャンダルに巻き込まれる様子
が描かれている（Hoyeau, 2021）。
そのうちのいくつかを列挙してみよう。1912年生まれのドミニコ会士マリ
＝ドミニク・フィリップはスイスのフリブール大学で哲学を講じ、多くの聴
衆を魅了した。1975年に彼が設立した「聖ヨハネ共同体」は人気を博し、傾
きかけていた教区を立て直した。2006年に 93歳で亡くなったときには、出家
者 1000人、在俗献身者 3000人が彼の死を嘆いた。しかし 2013年、フィリッ
プ神父は 1970年代より告解などを利用して若い修道女たちに性的虐待を行
なっていたと告発された。なお、フィリップ神父の秘書だった修道女も、自
分の権威ある立場を利用して若い修道士たちを性的関係に引き込んだと糾弾
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されている。
アンドレ＝マリ・ファン・デル・ボーグト神父は、1966年よりブルターニュ
地方における「フォワイエ・ド・シャリテ」の活動に携わり、フランスにお
けるカトリック布教の一大中心地を作りあげた。1990年代にはパリの聖職者
たちからも注目を集めた。その頃から一部に噂は流れていたようだが、2004

年に 79歳で亡くなった彼が、生前に未成年および成人女性に対する性的虐待
を行なっていたとの告発が 2018年になされている。

1957年生まれの聖職者ティエリ・ド・ルシーは、世界の恵まれない子ども
たちを支援するための NGO「ポワン・クール」を 1990年に設立した。10年
間で 15カ国に 26の事業所を開設し、各拠点を回るも健康上の理由で豪華ホ
テルに宿泊するようになる。2004年にかつての男性秘書から性的虐待を受け
たと告発され、教会内での裁判にかけられ権力の濫用と性的虐待が認定され
たが、活動を続けて 2012年にはフランス共和国からレジオン・ドヌール勲章
を授けられた。2018年に教皇庁は彼から聖職者の地位を剥奪し、2020年に彼
の NGOは教会との関係を断ち切って世俗の慈善団体として活動を続けてい
る。

1940年生まれのレバノンの神父マンスール・ラバキは、レバノン戦争の孤
児救済に当たり、フランスのノルマンディー地方に孤児院を設立した「英雄」
として1990年代に名声を博した。ブルジョワのカトリック信徒向けの団体「ロ・
テダル」（Lo Tedhal：アラム語で「恐れないように」の意味）も主催した。そ
こで 13歳の少女に性暴力をふるったとの訴えがあり、地元カーンの検事局は
未成年に対する性的虐待で調査に乗り出した。2012年に教皇庁から断罪され
た彼は、少なくとも 15件の性的虐待の疑いが持たれている。
衝撃的だったのは、知的障碍を持つ人と持たない人の共同体「ラルシュ」

（1964年設立）の代表として世界的に尊敬を集めてきたジャン・ヴァニエ（1929

年～2019年）の名も、この一連の性的スキャンダルにおいて浮上してきたこ
とである。2020年 2月の内部調査報告書で、ヴァニエは共同設立者トマ・フィ
リップ神父（1905年～1993年）の性暴力について 1950年代から事態を把握
しながらそれを隠蔽していたのみならず、彼自身も 6人の成人女性に性的虐
待をしていたと糾弾された。
セリーヌ・オヨは、さらに多くの事例を挙げている（Hoyeau, 2021 : 19-51）。
事例をひとつひとつ見ていくと、相手が未成年か成人か、女性か男性かはま
ちまちである。生前ではなく、死後に過去をさかのぼって告発されるケース
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も見られる。罪の軽重も異なり、違法の場合もあれば、違法とはされないが
モラルを毀損したという場合もある。それでもこれらの宗教指導者に共通し
ているのは、精神的権力を濫用して相手の信頼を裏切ったという点である。

2．カリスマ的権威の終焉
オヨが「なぜ人は見ようとしなかったのか」という問いを立てているのは、
おそらく重要である（Ibid. : 18）。現在私たちの目の前で繰り広げられている
のは、「新しい共同体」を設立し教会刷新運動を主導して一時代を築いてきた
カリスマ的な霊的指導者が、性的スキャンダルに巻き込まれて失墜するとい
う現象である。
カトリック教会は、1960年代頃より制度の危機の前に立たされてきた。第

二ヴァチカン公会議は近代化する社会への適応の試みであったと言えるし、
そのような状況のなかで平信徒や進歩的な聖職者が協力しながら社会活動を
繰り広げ、カトリックを再活性化しようとする動きが見られた。そうした時
代の「成功者」が、「性的虐待を犯していた」と告発されているのは、どうい
う事態なのだろうか。
マックス・ウェーバーが「合法的支配」「伝統的支配」「カリスマ的支配」
という支配の三類型を提唱したことはよく知られている。第一の類型は近代
的官僚制と親和的であり、第二の類型は古くから受け継がれてきた宗教や教
会の秩序を想起させるのに対し、第三の類型は非凡で非日常的な人物の資質
に関わる。宗教的か世俗的かは問わず、カリスマ的支配の妥当性は、ひとえ
にそれを体現する人物への信頼に基づく（ウェーバー、2012）。1960年代以
降のカトリック世界においては、伝統的支配が揺らぎ危機を迎えるなかで、
官僚化による合法的支配とは異なる方向のカリスマ的支配が見られるように
なったと考えてみたい。そうすると、「権威」対「カリスマ」の構図が、後者
に魅力を与えて若いカトリックたちを引きつけていた様子をうまくとらえる
ことができる。
ウェーバーの考えでは、カリスマ的支配はカリスマを体現する人物の非日
常的な性格によって特徴づけられるが、それに基づく人間関係が中長期的に
続いていくときにはカリスマの日常化が起きる。つまり、カリスマ的支配そ
のものが、伝統化または合理化を遂げることが想定されている。ただしウェー
バーは、「カリスマ的天分に恵まれた者〔……〕の指導が被支配者に幸福をも
たらさないならば、かれのカリスマ的権威は失墜することになるかもしれな
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い」（ウェーバー、2012：85）とも述べている。近年の聖職者の性的スキャン
ダルの波が可視化しているのは、カリスマ的支配が伝統化にも合理化にも失
敗して破綻に直面している事態である。
中長期的に見れば、現代の聖職者による性的スキャンダルは、カトリック
教会における権威が破綻し、カリスマも破綻している地点に位置している。
教会の教導権が目立って低下したのが 1960年代、カリスマ的指導者たちの失
墜が現代と 2段階でとらえられるが、そのことは何を意味しているのだろう
か。
社会学者のエリック・ファッサンは、自然なものとされ私的な領域に封じ
込まれていたジェンダーやセクシュアリティが政治化されていく過程のこと
をセクシュアル・デモクラシーと呼び、その台頭が宗教の側の不安を呼び起
こすと論じている（Fassin, 2006 : 126）。セクシュアル・デモクラシーの過程に
巻き込まれ、人びとの生活規範を規制する力を失いはじめた 1960年代の教会
の動揺を救ったのが「新しい共同体」だとすれば、その段階ではカリスマ的
指導者による性的虐待が見えていなかったか、問題化されえなかったという
ことになるだろう。それが現在噴出し可視化されていることは、セクシュアル・
デモクラシーの過程が続いて新たな段階に入っていることを示唆している。
現代の性的スキャンダルは、1960年代の動揺に負けず劣らず、カトリック

世界を危機に陥れていると言える。フランスのカトリックの歴史家ドゥニ・
ペルティエは、現代の性的スキャンダルに触れて次のように述べている。

　　大々的に世俗化した社会においてさえも、カトリシズムは共通文化
の本質的な構成要素であり続けている。しかし、カトリシズムが呼び
起こし続けている敬意とは、それと引き換えに、カトリシズムの担い
手である制度が尊重に値するものであることを条件とする。（Pelletier, 

2019 : 318）

ペルティエが述べているのは、世俗化したフランス社会のなかでカトリッ
ク教会の宗教としての教えは人びとの信仰生活を規律する力を失うとしても、
周辺化された伝統的な制度の担い手が尊重されているならば文化として残る
が、そうした敬意を人びとが失うと文化としての存続も危ういということで
ある。
ここには、イギリスの宗教社会学者グレース・デイヴィーがいう「代行の
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宗教」（vicarious religion）の存続と終焉に関わる問題が現われ出ている。デイ
ヴィーが「代行の宗教」という言葉に込めているのは、世俗化した社会では
多くの人びとは宗教的実践から遠ざかっていくが、そうした人びとも伝統的
な制度の守り手である聖職者たちが――自分たちの代わりに――昔からの宗
教の儀礼を実践し保持し続けることは支持する、というメカニズムである。
伝統宗教の側も、自分たちがこのような世俗社会に置かれていることを意識
しつつ存続をはかっている（Davie, 2015 : 81-85）。聖職者の性的スキャンダル
は、こうした教会制度と世俗社会の暗黙の均衡関係を崩しかねず、教会の存
続にかかわる危機なのである。

3．教会の反応――教皇の可謬性と反教権主義、保守派の抵抗、平信徒の新た
な活動
カトリック教会側もこのような状況を静観しているわけではない。教皇フ
ランシスコは、聖職者による性的スキャンダルの問題についての認識を 2018

年に改めている。
この年の 1月、チリを訪れた教皇は、「教会の聖職者によって子どもたち
が取り返しのつかない傷」を受けていることについて「痛みと恥」を感じる
と発言する一方、聖職者の側も苦しんでいると議論を相対化した。小児性愛
の聖職者から性的虐待を受けたという被害者の訴えは「誹謗中傷にすぎない」
とも発言し、被害者団体の不評を買った（Le Monde, 19 janvier 2018）。ローマ
に戻った教皇は、小児性愛や性的虐待についての問題に改めて取り組み、4月
にチリで非難した「被害者」をヴァチカンに招いて事情を聞くと、自分は「重
大な評価の誤り」を犯したと認め、自分がしたことについて謝罪し許しを乞
うた。チリの司教たちに宛てた 5月の書簡では、問題の原因は特定の聖職者
やその上長たちの「個人」の資質に帰せられるものではなく、教会という「制度」
に責任があることを認めた（Le Monde, 26 décembre, 2018）。8月に発表した「神
の民への手紙」には、「虐待にノンと言うことは、あらゆる形態の教権主義に
対してきっぱりとノンを言うことである」（ « Lettre au Peuple de Dieu », 20 août 

2018）の一節が見られ、「虐待の文化」に終止符を打ち、「教権主義」と闘う
と述べられている。
このように、教皇が自分自身の誤りを認め、教会の教権主義と闘うと宣言
していることは驚くべきことである。第一ヴァチカン公会議に際して 1870年
には教皇の不可謬性が教義として採択され、反教権主義的な政策を推進した
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フランス共和国にとっては教権主義の一番の体現者こそが教皇であった。そ
うした歴史的経緯に照らすならば、カトリック教会の頂点は 180度の転換を
遂げていると言ってもよい。
こうして教皇フランシスコは、聖職者の性的虐待に関しては規律規範を強
化し、情報を透明化し、性犯罪が疑われる聖職者を法廷に送る方針を定める
など罰則手続の明確化をはかり、現代世界と教会のあいだの溝を埋めようと
している。だが、教皇の取り組みは教会内部からの反対にも遭遇している。
教皇に反対の態度を取る保守派にとっては、教会が直面している性的スキャ
ンダルの原因は、教会組織にあるわけではなく、むしろ近代社会の無神論と
すべてを容認する態度に求められる 9。ペルティエによれば、そうした保守的な
思想の持ち主はしばしば小児性愛と同性愛を混同しており、「元凶」である同
性愛に教皇が理解を示していることを問題視している（Pelletier, 2019 : 320）。
教会の性的スキャンダルに直面して、教会に逆らってではなく、教会の周
縁で見られる新たな動きもある。たとえば、教会制度に愛着を持つ女性神学
者が、内側から教会の内部改革の必要性を唱えている。義憤に駆られた平信
徒たちが、教区の組織からは独立した形で被害者支援を行なっている。ソー
シャルメディアも活用しながら、人びとが情報を持ち寄って話し合う機会も
生まれている 10。

おわりに

本稿では、現代フランス社会において 2000年頃から問題視され報じられて
きたカトリックの聖職者による性的スキャンダルが、2010年代後半以降はど
のような特徴を備えながら展開してきているのかを論じた。そして現在起き
ている性的スキャンダルは、1960年代のカトリックの制度的権威の失墜を補
う役割を果たしていたカリスマ的指導者の権威の失墜に関わっていることも
示してきた。
カトリック世界を揺さぶる性的スキャンダルは、教会制度の危機としても
認識されており、教会が前提としてきたセクシュアリティの再検討にもつな
がっている。カトリック教会は、その運営において女性の力に大きく依存し
てきたにもかかわらず、女性聖職者を認めてこなかった。現代の性的スキャ
ンダルは、教会の権力構造がこのような男性中心主義と結びついて発現した
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男性的な暴力の問題との指摘もある（Pelletier, 2019 : 324）。女性も聖職者にな
れるようにすることで問題が一気に解決するわけではないが、性的スキャン
ダルの危機は教会制度と社会の慣習のあいだの隔たりを示している。
また、教会は出家者には修道誓願を課し、聖職者の独身制を敷いてきた。次々
に報じられる性的スキャンダルは、この性的規範が破綻をきたしているので
はないかという印象を人びとに与えている。聖職者も結婚できるようにする
ことで、小児性愛や性的虐待の問題がすべて解決するわけではないかもしれ
ないが、ひとつの解決の糸口になりうるとする声もある。このように、性的
スキャンダルの問題を、聖職者の独身性と結婚というカトリック教会の歴史
のなかで培われてきた制度の改革の兆しの観点から検討することも重要であ
る。これについてはいずれ他稿を期したい。

付記：本稿は科研費基盤 A20H00003および基盤 B20H04419の成果の一部である。
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［註］

1 古代ギリシアの「少年愛」は肉体関係を前提するものではなく精神性を重視したも
のとされることから、「青年愛」（éphébophile）というカテゴリーを新たに設け、「青
年愛者」（éphébophile）は性行為に及ぶが、「少年愛者」（pédéraste）は必ずしも性的
関係を前提としないという区別の試みもなされたようだが、定着していない（Thiel, 
2019 : 89）。

2 カトリック教会は、表向きは聖職者の同性愛を認めていないが、フレデリック・マ
ルテルの著書『ソドム』は、ヴァチカンの高位聖職者の多くが同性愛者であると主
張している（Martel, 2019＝ 2020）。

3 日本では 13歳に設定されている。
4 国際協力分野において、Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassement （SEAH）
は、「性的搾取・虐待・セクシャルハラスメント」と訳されている。

5 こうした言葉のニュアンスの差は、実際に強制的な性的行為があったのか、それと
も性的愛撫にとどまるものだったのかという起きた内容に対応している可能性もあ
るが、メディアがよりセンセーショナルに報じるか、それとも控え目な調子で報じ
るかによって異なることも考えられる。そのため、報道の用いる言葉と実際の内容
はしばしば一致しないと思われることに留意する必要がある。

6 「性的スキャンダル」は、「小児性愛」と「性的虐待」の双方を包摂しうる概念であり、
しかも後二者にはないニュアンスを持つ。それは、男女の成人間で当事者同士の自
由な合意のもとでの性交渉――通常は問題視されない――も、教会関係者の場合は、
スキャンダルになるということである。なお、日本語の語感では、子どもに対して
は「性的虐待」、成人に対しては合意のない場合は「性暴力」、合意はあるがモラル
の問題がある場合に「不適切な振る舞い」などと整理することが、ある程度は有効
だと思われるが、本稿で扱う聖職者は、子どもや信徒にとって権威のある立場であ
ることから、未成年のみならず成人に対しても「虐待」の語を用いることは妥当だ
と考えられる。また、合意の有無は、当事者間で見解が食い違うこともあることを
思えば、「性暴力」と「不適切な振る舞い」の区別も必ずしも容易ではない。

7 フランスのほか、アメリカ、カナダ、チリ、オーストラリア、アイルランド、ドイツ、
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オーストリア、オランダ、ベルギー、ポーランドなど、西洋カトリック世界を中心
に各国で同様の問題が起きている。

8 ボストン・グローブ紙《スポットライト》チーム編（2016）を参照。
9 現代のカトリック保守派は、第二ヴァチカン公会議以後の地平において 1970年代頃
に形成され、1990年頃までは目立たなかったが、それ以降の政治・社会の変化にお
いて可視化され、重要性を発揮するようになった。ヤン・レゾン・デュ・クルジウ
によれば、カトリックの新しい展開はそれまでは進歩的な左派のほうから考えられ
てきたが、宗教実践の衰退が続くなか、変化を拒んできた保守的な右派のほうが「改
革」を唱えて存在感を増すようになっている。マイノリティだが、統率の取れた集
団で、保守派が教勢をこの先拡張していくかは不明だが、教会内部での重みは増し
ている（Raison du Cleuziou, 2019）。

10 この点について、セリーヌ・ベローは「黄色いベスト」運動との類似性を指摘して
いる（Béraud, 2021 : 17）。


